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世界的にも廃棄物の海洋投入処分は縮小又は禁

止に向っていることを踏まえ、わが国においても、

平成14年１月に廃棄物処理法施行令の一部改正が

なされ、平成14（2002）年２月１日からし尿等

の海洋投入処分が禁止となり、現在、し尿等の海

洋投入処分を行っている者については、施行日か

ら５年間の猶予が設けられました。

平成15（2003）年度は、し尿を海洋投入処分

している１市４事務組合２広域連合に対して、し

尿の海洋投入の解消に向けた指導を行いました。

また、下水道整備、生活排水処理施設の整備に

伴い、一般廃棄物処理業者が受ける影響の緩和と

適切な一般廃棄物処理事業の遂行がなされるよ

う、市町村における合理化事業計画の策定等につ

いて市町村に対する助言を行いました。

し尿処理体制の整備の推進
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